
事業主のみなさま 

 

 

 

 

道路貨物運送業における労働災害の多くは、荷主等客先事業場内で発生しています。 

そのため、道路貨物運送業における労働災害を防止するためには、荷主にみなさんの協力が必要不可欠です。 
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ⅰ 道路貨物運送業における労働災害

発生状況の推移（平成30年～令和4年）

ⅱ 令和4年道路貨物運送業災害発生場所別内訳

自社構内

33件 31.4％

その他

15件 14.3％

労働者死傷病報告

ⅲ 令和4年客先事業場発生労働災害の事故の型別内訳

墜落・転落

17件 29.8％

転倒

9件 15.8％

動作の反動・無理な動作

10件 17.5％

はさまれ・巻き込まれ

5件 8.8％

それら以外

16件 28.1％

労働者死傷病報告

災害件数

57件

道路貨物運送業における労働災害を防止しましょう！！ IN 北勢 
≪ 荷主のみなさんの協力が必要不可欠です！！ ≫ 

労働者死傷病報告 

道路貨物運送業において、毎年、100

件以上の労働災害が発生しています。 

令和 4 年は、2 年ぶりに増加に転じた

ことから、今後、更に増加することが懸

念されます。 

 

 

 

 

  
 

客先 

57 件 54.3％ 

災害件数 

105件 

災害発生場所は・・・？ 

道路貨物運送業における労働災害は、

全体の半分以上が、荷主等の客先事業場

内で発生しています。 

そのため、労働災害を防止するために

は、荷主事業場のみなさんの協力が必要

不可欠です。 

 

 

 

 

  

荷主先事業場で発生する労働災害

は、「墜落・転落」、「転倒」、「動作の

反動・無理な動作」で全体の 6 割以上

を占めています。 

 

【被災程度】 

 1 か 月 未 満：22 件 38.6％ 

 1～3 か月未満：23 件 40.4％ 

 3 か 月 以 上：12 件 21.1％ 

 

 

 

  

どんな災害が・・・？ 

 



陸上貨物運送業における荷役作業の安全対策ガイドラインの概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ 上記の取り組みについて、陸運事業者と荷主等が連携し、かつ、円滑に進められるように、陸運事業者と荷

主等における「安全衛生協議組織」を設置しましょう。 

 

 

四日市労働基準監督署 安全衛生課 電話：059-342-0341 

 

 

～陸運事業者の実施事項～ 

１ 安全管理者、安全衛生推進者等から荷役災

害防止の担当者を指名し、荷役作業における

労働災害防止のために果たすべき役割、責任

及び権限を定め、必要な対策に取り組ませる

こと。 

２ 荷役作業にかかるリスクアセスメントを実

施し、必要な措置を講じること。 

３ 運送の都度、陸運事業者の労働者が荷役作

業を行う必要があるか事前に確認すること。 

４ 荷役作業を行う場所の作業環境や作業内容

に配慮した保護具を着用させること。 

５ 陸運事業者の労働者が、荷主等から不安全

な荷役作業を求められた場合にはその旨を報

告させ、荷主等に対し改善を求めること。 

６ 荷台の上での作業については、可能な限り

あおりに取り付ける簡易作業床や移動式プラ

ットホームなどを利用し、あおり上での作業

を避けること。 

７ タンクローリーへの給油作業等、タンク上

部に上る作業については、可能な限り、施設

側に安全帯取付設備を設置するよう依頼する

こと。 

８ 荷役作業を行う労働者に対して、労働災害

防止のための知識を付与するとともに、危険

感受性を高め、安全を最優先として荷役作業

に取り組むよう安全衛生教育を継続的かつ計

画的に実施すること。 

～荷主等の実施事項～ 

１ 安全管理者、安全衛生推進者等から荷役災

害防止の担当者を指名し、陸運事業者の荷役

災害防止担当者が行う労働災害防止措置に連

携して取り組ませること。 

２ 陸運事業者が行うリスクアセスメントにか

かる措置の実施について協力すること。 

３ 陸運事業者の労働者が荷主等の事業場にお

いて行う必要がある荷役作業について、陸運

事業者に事前に通知すること。 

４ 荷役作業を行わせる場所について、荷の積

卸しや荷役運搬機械（フォークリフト等）や

荷役用具を使用するための必要な広さの確

保、床の凹凸や照度の改善、整理整頓、でき

る限り雨風を避けられる場所の確保、安全な

通路を確保等に努め、安全に荷役作業が行え

る状況を保持すること。 

５ 陸運事業者の労働者と荷主等の労働者が混

在して作業を行う場合には、作業間の連絡調

整を確実に行うこと。 

６ 可能な限りプラットホームや墜落防止柵、

荷台への昇降設備等を準備すること。 

７ 高所作業が発生する場合には、可能な限り

安全帯取付設備を設置すること。 

８ 荷姿、荷の重量については、作業者の負担

が軽減されるよう配慮すること。 

荷台からの墜落・転落災害、荷役運搬機械等による災害、転

倒や動作の反動・無理な動作による災害の防止対策について、

連携して協議するほか、合同で荷役作業場所の巡視やリスクア

セスメントを実施しましょう。 

連
携
・協
力 

荷役作業安全ガイドライン 検索 


